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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インダイレクトボンディングのための歯科矯正用転移装置を作製する方法であって、
　患者の歯構造の複製を、前記患者の歯の印象又は模型から得られるデジタルデータに基
づいて、化学線が透過可能な材料から作製する工程と、
　少なくとも１つの歯科矯正器具のベースと前記歯構造の複製との間の位置に、光硬化性
組成物を配置する工程と、
　前記歯構造の複製を通るように化学線を方向付けることによって、化学線の少なくとも
一部を前記光硬化性組成物に向かわせる工程と、
　各器具および前記歯構造の複製を覆うように転移装置を形成する工程と、
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広くは、ブラケットおよびバッカルチューブなどの歯科矯正器具を作製する
方法および装置に関する。更に詳細には、本発明は、歯に装着するための結合面を有する
歯科矯正器具に関し、結合面は、選択される治療目的に応じて、所望の形状に作られる。
本発明は、また、輪郭に合った結合面を有する１つ以上の器具を備えるインダイレクトボ
ンディング用転移装置にも関する。
【背景技術】
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【０００２】
　歯科矯正治療は、位置異常の歯を口腔内の所望の位置に移動させることを要する。歯科
矯正治療は、患者の顔の外観を、とりわけ、歯が著しく曲がっている場合、または、顎が
互いに整列していない場合、患者の顔の外観を改善することができる。歯科矯正治療は、
食べる間の咬合を改善することにより、歯の機能を向上させることもできる。
【０００３】
　通常の歯科矯正治療の１種には、ブラケットとして知られるスロット付きの小さい器具
が使用される。ブラケットは患者の歯に固定され、各ブラケットのスロットの中にアーチ
ワイヤが配置される。アーチワイヤは、歯が所望の位置に移動するように案内する軌道を
形成する。
【０００４】
　歯科矯正用アーチワイヤの端部は、バッカルチューブとして知られる小さい器具に接合
されることが多く、また、バッカルチューブは、患者の臼歯に固定される。多くの場合、
患者の上顎および下顎歯列弓のそれぞれに、１組のブラケット、バッカルチューブ、およ
びアーチワイヤが提供される。ブラケット、バッカルチューブ、およびアーチワイヤは、
通常、集合的に「ブレース」と称される。
【０００５】
　これまで、ブラケットおよびバッカルチューブを含む金属製歯科矯正器具は、バンドに
溶接されることが多かった。各バンドは、患者の歯の１本を取囲み、歯と器具の間に確実
な接合を提供するように構成された。典型的には、バンドと歯のエナメル質の間のあらゆ
る隙間または空隙を充填し、バンドが歯の上で「揺れ動く」ことを防止するのに役立つよ
うに、バンドを歯に配置する前に、バンドセメントなどの組成物がバンドの内面に塗布さ
れた。
【０００６】
　しかし、金属製バンドは、一般に、美的でないと考えられ、望ましくない「メタリック
な口元」の外観の一因となる。更に、適切にフィットさせるため、各バンドのサイズと形
状が患者の歯のサイズと形状に一致するように、各バンドを注意深く選択しなければなら
ない。更に、バンドは、セラミックおよびプラスチックなどの非金属材料製の器具と共に
使用するのに好適であるとは考えられない。
【０００７】
　近年、接着剤で歯のエナメル質表面に結合される器具の使用に大きな関心がある。これ
らの器具は、金属性バンドに取り付けられず、その結果、患者の外観が改善される。更に
、バンドの費用、並びに、バンドを選択し、器具をバンドに装着するのに必要な時間を回
避できる。
【０００８】
　しかし、歯に接着される器具はどれも、全治療過程にわたって歯にしっかり装着された
状態を維持することが重要である。歯科矯正器具は、咀嚼中、器具と歯の間に位置する場
合がある食物の存在により口腔内でかなりの力を受けることがある。患者がハードキャン
ディまたは氷など比較的固い食物を噛むとき、これらの力は比較的大きい可能性があり、
器具が歯から剥離する場合もある。
【０００９】
　残念ながら、歯科矯正器具が無意図的に歯から剥離すると、歯科矯正治療プログラムの
進行は突然停止する可能性がある。その場合、患者は、治療を再開できるように、直ぐに
臨床医の再診を受けて器具を再装着してもらうか、または取り替えてもらう。器具の偶発
的な剥離によって生じる臨床医と患者の両方の時間と費用は、煩わしいものと考えられ、
回避されるのが最善である。
【００１０】
　その結果、歯科矯正器具の製造業者は、器具が全治療過程にわたって歯にしっかり接着
した状態を維持することを確実にするため、あらゆる手段を尽くすことが多い。この目的
のため、器具のベースに、器具と歯の間の結合強度を改善する特徴が設けられることが多
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い。一例として、嵌合が得られるように、ベースは、歯の凸状の複雑な表面によく一致す
る、凹状の複雑な輪郭を有する場合がある。別の例として、ベースは、接着剤と器具との
結合強度を向上させる役割をする突起、凹部、または化学処理などの機械的または化学的
特徴を備える場合がある。しかし、典型的には、ベースが統計的に「平均的な」患者の期
待される形状に一致する形状を有する器具が製造され、販売されているが、それは、治療
を受ける特定の患者の歯に形状が類似している場合もあれば、類似していない場合もある
。
【００１１】
　更に、多くの種類の歯科矯正法では、器具のベースの形状は、歯が意図される最終位置
に移動することを確実にするのに役立つために重要な要因である。例えば、通常の歯科矯
正治療法の１種は、「ストレートワイヤ」法として知られ、この技法では、弾性のあるア
ーチワイヤは、治療の終了時に水平面にある滑らかな曲線に従う傾向がある。例えば、患
者の歯の凹状の形状が、「平均的な」患者のために作製された器具の凹状の形状の向きと
異なる方向を向いて配置される場合、器具は、歯に対して適切な向きに配置されず、アー
チワイヤスロットが、ストレートワイヤ治療をする歯に対して不適切な角度で延在するこ
とになる。治療プログラムの終わり近くに、アーチワイヤが水平な直線状の形態を呈する
時、不適切な向きに配置されている器具によって、歯はそれに対応する不適切な位置をと
ることになる。
【００１２】
　器具のベースの形状の他の態様も重要である。例えば、アーチワイヤが治療プログラム
の終わり近くに滑らかで水平な曲線の形態を呈する時、歯の縦軸が予め選択されたある一
定の向きの方に回転するまたは傾くように、「楔形」の形態を有するベースを提供するこ
とが望ましい場合がある。この点に関して、歯がその長軸を中心とする回転方向に回転す
るか、または、或いは歯の長軸が近心－遠心基準軸、または唇側舌側基準軸のどちらかに
沿って傾くような向きに楔の形状を配置することが可能である。
【００１３】
　一般に、患者の歯に接着されるように構成されている歯科矯正器具は、ダイレクトボン
ディング法またはインダイレクトボンディング法の２つの方法のうちどちらか１つによっ
て歯に配置される。ダイレクトボンディング法では、器具と接着剤が１本のピンセットま
たは他の手道具で把持され、臨床医によって歯の表面の適切な所望の位置に配置される。
次に、臨床医がその位置に満足するまで、必要に応じて、器具を歯の表面に沿って移動さ
せる。器具がその精密な意図される位置にくると、器具が接着剤の中に設置されるように
、器具を歯にしっかり押付ける。器具のベースに隣接する領域の余分な接着剤を除去した
後、接着剤を硬化させて器具を所定の位置にしっかり固定する。典型的には、接着剤には
、化学線に曝露されると硬化し始める光硬化性接着剤と、構成成分を一緒に混合すると硬
化し始める二成分化学硬化接着剤とが挙げられる。
【００１４】
　前述のダイレクトボンディング法は広く使用されており、多くの人は満足なものである
と考えているが、このような技法には固有の欠点がある。例えば、位置異常の歯の表面に
アクセスすることが困難な場合がある。場合によっては、特に後方歯に関して、臨床医が
歯の表面に対するブラケットの精密な位置を見るのが困難なことがある。更に、器具のベ
ースに隣接する余分な接着剤を取除く間、無意図的にぶつかって器具がその意図される位
置から外れる場合がある。
【００１５】
　前述のダイレクトボンディング法に付随する別の問題は、各器具を各個々の歯に結合さ
せる処置を実施するのに必要な時間が著しく長いということに関する。典型的には、臨床
医は、接着剤が硬化する前に、各器具をその精密な意図される位置に位置決めすることを
確実にしようとし、臨床医が各器具の位置に満足するまで幾らか時間が必要な場合がある
。しかし、同時に、とりわけ患者が青年である場合には、比較的じっとしたままでいるこ
とが患者には不快であったり、困難な場合がある。理解され得るように、ダイレクトボン
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ディング法には、臨床医と患者の両方にとって煩わしいと考えられ得る面がある。
【００１６】
　インダイレクトボンディング法では、前述の問題の多くが回避されることが多い。一般
に、これまでに知られているインダイレクトボンディング法では、患者の歯列弓の少なく
とも一部の形態に一致する形状を有する転移トレイが使用されてきた。ブラケットなどの
１組の器具は、トレイの所定のある一定の位置に取り外し可能に接合される。接着剤を各
器具のベースに塗布した後、接着剤が硬化するまで患者の歯を覆うようにトレイを配置す
る。次に、歯と器具からトレイを取り外すと、その結果、予めトレイに接合された器具は
全て、各歯の意図される所定の位置に結合している。
【００１７】
　更に詳細には、歯科矯正器具のインダイレクトボンディング法の１つは、患者の各歯列
弓の印象を採得した後、各印象から複製用焼石膏模型または「石膏（ｓｔｏｎｅ）」模型
を作製する工程を含む。任意に、石鹸液（ホイップ・ミックス社（Ｗｈｉｐ　Ｍｉｘ　Ｃ
ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）製のモデル・グロウ（Ｍｏｄｅｌ　Ｇｌｏｗ）ブランドなど）ま
たはワックスを石膏模型に塗布する。次いで、分離液（ＧＣアメリカ社（ＧＣ　Ａｍｅｒ
ｉｃａ，Ｉｎｃ．）製のＣＯＥ－ＳＥＰブランドのスズ箔代用品など）を石膏模型に塗布
し、乾燥させる。必要に応じて、模型の歯に鉛筆で印を付け、ブラケットを理想的な位置
に配置することを補助できる。
【００１８】
　次に、ブラケットを石膏模型に結合させる。任意に、接着剤は、化学硬化接着剤（３Ｍ
製のコンサイス（Ｃｏｎｃｉｓｅ）ブランドの接着剤など）または光硬化性接着剤（３Ｍ
製のトランスボンド（Ｔｒａｎｓｂｏｎｄ）ＸＴブランドの接着剤、またはトランスボン
ド（Ｔｒａｎｓｂｏｎｄ）ＬＲブランドの接着剤など）とすることができる。任意に、ブ
ラケットは、米国特許第５，０１５，１８０号明細書、同第５，１７２，８０９号明細書
、同第５，３５４，１９９号明細書、および同第５，４２９，２９９号明細書に記載され
るものなどの、接着剤が予めコーティングされているブラケットであってよい。
【００１９】
　次いで、模型と模型上に配置されているブラケットを覆うようにマトリックス材料を配
置することによって、転移トレイを作製する。例えば、プラスチックシートマトリックス
材料を枠で保持し、放射熱に曝露させてもよい。プラスチックシート材料が軟化した後、
模型とブラケットを覆うようにそれを配置する。次いで、シート材料と模型の隙間にある
空気を排気すると、プラスチックシート材料は、石膏模型の複製の歯とそれに装着されて
いるブラケットの形状に精密に一致する形態を呈する。
【００２０】
　次いで、プラスチック材料を冷却し、硬化させてトレイを形成する。次いで、トレイと
（トレイの内壁に埋設されている）ブラケットを石膏模型から取り外し、トレイの側部を
必要に応じて切り落とす。典型的には、ブラケットを石膏模型に予め装着させた接着剤は
、ブラケットに接合したままである。この接着剤は、後でブラケットを口腔内の患者の歯
に装着するための結合面を提供する外面を有する。場合によっては、この結合面は、複製
の歯構造並びに患者の歯構造の形状におおよそ一致する、輪郭に合った形状を有する。
【００２１】
　患者が治療室に戻ると、一定量の接着剤をブラケットのベースに配置し、次いで、ブラ
ケットが埋設されているトレイを、患者の歯列弓の一致する部分を覆うように配置する。
トレイの内部の形態は患者の歯列弓の各部分にぴったり一致するため、各ブラケットは、
最終的に、同じブラケットが以前あった石膏模型上の位置に対応する、患者の歯の精密に
同じ位置に位置決めされる。
【００２２】
　光硬化性接着剤と化学硬化接着剤は両方とも、これまで、ブラケットを患者の歯に固定
するためインダイレクトボンディング法に使用されてきた。光硬化性接着剤を使用する場
合、トレイは、好ましくは透明または半透明である。二成分化学硬化接着剤を使用する場
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合、接着剤をブラケットに塗布する直前に、構成成分を一緒に混合することができる。或
いは、１つの成分を各ブラケットのベースに配置し、もう一方の成分を歯の表面に配置し
てもよい。どちらの場合も、ブラケットが埋設されているトレイを患者の歯列弓の対応す
る部分に配置することによって、ブラケットをまとめて歯に結合させることができ、治療
室で患者がイスに座っている時間が短くて済む。このような技法を用いると、各ブラケッ
トを歯に逐次的に、個々に配置し、位置決めすることが回避される。
【００２３】
　これまで、様々な転移トレイ、および転移トレイ用の材料が提案されてきた。例えば、
石膏模型および模型上の器具を覆うように配置するのに、柔軟なシート材料（ショイ・デ
ンタル社（Ｓｃｈｅｕ－Ｄｅｎｔａｌ　ＧｍｂＨ）製のバイオプラスト（Ｂｉｏｐｌａｓ
ｔ）トレイ材料など）を使用する臨床医もいる。真空を作用させて柔軟な材料を吸引し、
模型および模型上の器具と密着させる。次に、再度、真空形成法を使用して、より柔軟な
シート材料を覆うように、より剛性の大きいシート材料（ショイ・デンタル社（Ｓｃｈｅ
ｕ－Ｄｅｎｔａｌ　ＧｍｂＨ）またはグレート・レイクス・オーソドンティクス社（Ｇｒ
ｅａｔ　Ｌａｋｅｓ　Ｏｒｔｈｏｄｏｎｔｉｃｓ，Ｌｔｄ．）製のバイオクリル（Ｂｉｏ
ｃｒｙｌ）シート材料など）を形成する。より剛性の大きい材料はトレイに骨格を提供す
るが、一方、より柔軟な材料は最初に器具を保持し、しかもなお、器具が患者の歯に固定
された後、器具から外れるのに十分な可撓性がある。
【００２４】
　また、これまで、シリコーン印象材料または咬合間記録材料（ヘレウス・クルツァー社
（Ｈｅｒａｅｕｓ－Ｋｕｌｚｅｒ　ＧｍｂＨ　＆Ｃｏ．ＫＧ）製のメモシル（Ｍｅｍｏｓ
ｉｌ）２など）を使用することが提案されてきた。研究用模型に装着されている器具に、
器具が部分的に被包されるようにシリコーン材料を塗布する。
【００２５】
　モスコビッツ（Ｍｏｓｋｏｗｉｔｚ）らによる「インダイレクトボンディングの見直し
（Ａ　Ｎｅｗ　Ｌｏｏｋ　ａｔ　Ｉｎｄｉｒｅｃｔ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）」と題された記事
（臨床矯正歯科学誌、３０巻、５号、１９９６年５月、２７７頁以下参照（Ｊｏｕｒｎａ
ｌ　ｏｆ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｏｒｔｈｏｄｏｎｔｉｃｓ，　Ｖｏｌｕｍｅ　ＸＸＸ，　
Ｎｕｍｂｅｒ　５，　Ｍａｙ　１９９６，　ｐａｇｅｓ　２７７　ｅｔ　ｓｅｃ．））で
は、レプロシル（Ｒｅｐｒｏｓｉｌ）印象材料（デンツプライ・インターナショナル（Ｄ
ｅｎｔｓｐｌｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）製）を使用して、インダイレクトボンデ
ィングトレイを作製する技法が記載されている。印象材料は、シリンジを用いて、予め石
膏模型上に配置されたブラケットを覆うように配置される。次に、真空形成法を使用して
、印象材料を覆うように透明な熱可塑性材料のシートを吸引する。次いで、得られる転移
トレイを模型から除去し、その後、患者の歯列弓に配置する。
【００２６】
　インダイレクトボンディング法は、多くの点でダイレクトボンディング法より優れてい
る。１つには、前述のように、複数のブラケットを患者の歯列弓に同時に結合させること
が可能であり、それによって、各器具を個々に結合させる必要がない。更に、インダイレ
クトボンディングトレイは、ブラケットを全部、それらの適切な、意図される位置に配置
することに役立ち、そのため、結合前に歯の表面で各ブラケットを調節することが回避さ
れる。インダイレクトボンディング法により器具の配置の正確さが増すことが多く、これ
は、治療の終了時に患者の歯が適切な、意図される位置に移動していることを確実にする
のに役立つ。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　前述のインダイレクトボンディング法は、多くの臨床医にとって満足なものであること
が分かっているが、引き続き、技術的現状を改善する必要がある。更に、当面の特定の患
者のために特別に構成されている結合面を有する器具を提供する方法および装置を改善す
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る必要がある。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　本発明は、改善された結合面を有する歯科矯正器具、並びに、その作製方法および装置
に関する。本発明の結合面は、器具が化学線を透過させない材料で製造されているときで
も、その全範囲にわたって同時に比較的硬質の状態に硬化される光硬化性組成物で作製さ
れる。更に、結合面は、器具のベースの中心付近の部位でも比較的滑らかである。その結
果、患者の歯構造の形状と精密に嵌合する結合面が容易に達成される。
【００２９】
　本発明は、化学線を透過させる模型を使用することにより実施される。模型を通過する
化学線の一部は、器具のベースの中心付近に位置する光硬化性組成物の部分に到達する。
それらの部分は、光硬化性組成物の残りの部分と実質的に同程度まで硬化する。その結果
、器具を複製から取り外す時、それらの中心部分の形状が変わらず、結合面は歯の形状に
精密に一致する形態を有する。
【００３０】
　更に詳細には、本発明は、一態様において、歯科矯正器具の結合面を作製する方法に関
し、本方法は、
　化学線を透過させる材料で構成された患者の歯構造の複製を用意する工程と、
　少なくとも１つの歯科矯正器具のベースに光硬化性組成物を配置する工程と、
　各器具の光硬化性組成物を歯構造の複製と係合させる工程と、
　化学線の少なくとも一部を歯構造の複製を通るように方向付けることにより、光硬化性
組成物に化学線を向かわせる工程と、
を含む。
【００３１】
　本発明は、また、別の態様において、インダイレクトボンディングのための歯科矯正用
転移装置を作製する方法に関する。本方法は、
　化学線を透過させる材料で構成された患者の歯構造の複製を作製する工程と、
　少なくとも１つの歯科矯正器具のベースに光硬化性組成物を配置する工程と、
　各器具の光硬化性組成物を複製の歯構造と係合させる工程と、
　光硬化性組成物に化学線を向かわせる工程であって、該工程が、患者の歯構造の複製を
通るように化学線を向けることによって少なくとも部分的に実施される、工程と、
　各器具および歯構造の複製を覆うように転移装置を形成する工程と、
を含む。
【００３２】
　本発明は、また、歯科矯正器具の結合面を作製する装置にも関する。本装置は、歯構造
の複製を含み、複製は化学線を透過させる材料で作製される。装置は、また、歯科矯正器
具、および、器具と複製の間にある光硬化性組成物も備える。装置は、更に、複製を通る
経路に沿って、および、光硬化性組成物の方に化学線の少なくとも一部を向かわせるよう
に操作可能な化学線源を備える。
【００３３】
　本発明の更なる詳細は、特許請求の範囲の特徴に定義されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　まず、本発明の一態様による、１つ以上の歯科矯正器具のインダイレクトボンディング
法を説明する。図１は、歯科矯正患者の歯列弓の一部の複製２０を表す。例示の目的のた
め、複製２０は患者の下顎歯列弓を表す。しかし、図示されている下顎歯列弓の追加とし
て、または代替として患者の上顎歯列弓の複製が提供されてもよい。別の選択肢として、
複製２０は、歯列弓の四分円、または、歯列弓の歯１本若しくは２本だけなど、歯列弓の
一部だけを表してもよい。図示されている実施例では、複製２０は、患者の下顎歯列弓の
各歯に対応する多数の複製の歯２２を備える。
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【００３５】
　任意に、まず、過度の歪が生じないように注意して、患者の下顎歯列弓の印象を採得す
ることによって複製２０を作製する。好適な印象材料の例には、ハイドロコロイド印象材
料、およびビニルポリシロキサン印象材料（３Ｍ　ＥＳＰＥ製のポジション・ペンタ（Ｐ
ｏｓｉｔｉｏｎ　Ｐｅｎｔａ）ブランドのビニルポリシロキサン印象材料など）が挙げら
れる。場合によっては、および、複製の製造に使用される材料の種類に応じて、３Ｍユニ
テック（３Ｍ　Ｕｎｉｔｅｋ）製のユニジェル（Ｕｎｉｊｅｌ）ＩＩブランドのアルジネ
ート印象材料などのアルジネート印象材料を使用してもよい。
【００３６】
　次いで、印象から模型または複製２０を作製する。選択肢として、複製２０は、複製の
歯２２、および複製の歯２２を一緒に保持するのに十分な複製の歯肉組織２４だけを備え
る。
【００３７】
　複製の歯２２を備える複製２０は、化学線を透過させる材料から作製される。好適な材
料には、硬化時に透明または半透明なエポキシ樹脂が挙げられる。好ましくは、材料は、
光学的に透明で無孔性である。好適なエポキシの一例は、ユナイテッド・レジン社（Ｕｎ
ｉｔｅｄ　Ｒｅｓｉｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）製のＥ－キャスト（Ｅ－ＣＡＳＴ）Ｆ
－８２透明エポキシ樹脂、および、３０２番（またはＵＣＥ－３０２）硬化剤である。他
の好適な材料には、ポリエステルおよびウレタンが挙げられる。
【００３８】
　複製２０の作成中、泡および／または小さい空隙が存在しないように注意する。小さい
空隙が存在する場合、化学線を透過させない追加量の材料を空隙に充填することができる
。
【００３９】
　代替として、患者の歯および隣接する歯肉組織を表すデジタルデータを使用して複製２
０を作製してもよい。手持ち式の口内スキャナまたは当該技術分野で既知の他のデバイス
を使用して、デジタルデータを得てもよい。別の選択肢として、印象または石膏模型を走
査することによってデジタルデータを得てもよい。次いで、例えば、立体解析プリンタ、
および化学線を透過させる材料を使用して、デジタルデータから複製２０を作製してもよ
い。
【００４０】
　また、デジタルデータを切削プロセスに使用し、複製２０を作製してもよい。例えば、
スイス、ブエラッハ（Ｂｕｅｌａｃｈ，Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ）のセレック・ネットワ
ーク（Ｃｅｒｅｃ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）により販売されているＣＡＤ／ＣＩＭミリングマシ
ンに類似のＣＮＣミリングマシンを使用して、セラミック、複合材料、または他の材料で
製造されている複製を切削してもよい。セレック（Ｃｅｒｅｃ）マシンに関連するカメラ
に類似の口内カメラを使用して、歯列弓の形状を表すデジタルデータを得てもよい。或い
は、スキャナを使用して印象または印象の模型を走査し、デジタルデータを得てもよい。
【００４１】
　好ましくは、複製２０は、患者の口腔構造を正確に表す。特に、複製の歯２２は、対応
する歯科矯正患者の歯の形態および向きと同一の形態および向きを有する。更に、複製の
歯肉組織２４は、対応する患者の歯肉組織部分の形状に一致する形状を有する。
【００４２】
　次に、図２および図３に示されるように、スペーサー材料を複製２０に貼付する。この
実施例では、スペーサー材料は、複製の歯２２の適切な所定の位置に配置されている、材
料の一連の別個のダブ（ｄａｂｓ）または予備形成されたセグメントを含む第１のスペー
サー材料２６を備える。スペーサー材料２６のダブまたはセグメントは、それぞれ、後の
歯科矯正器具の位置に対応する位置に配置され、全体の寸法が、選択された器具と少なく
とも同じ大きさである。例えば、スペーサー材料２６のセグメントは、それぞれ、対応す
る歯の顔面軸点（または、「ＦＡ」点）に対応する位置に配置されるが、他の位置も可能
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である。後述のように、スペーサー材料２６のセグメントは、それぞれ、歯科矯正器具を
収容する転移装置に後でクリアランスを提供する機能をする。
【００４３】
　スペーサー材料２６のセグメントの代替として、スペーサー材料２６は代わりにストリ
ップの形態の細長い形態を有する。ストリップは、複製の歯２２の少なくとも幾つか、好
ましくは全部にわたって延在するのに十分な長さを有し、後のアーチワイヤの位置に対応
する経路に従う。ストリップは、後でアーチワイヤに固定される器具のそれぞれにクリア
ランスを提供するのに十分な幅を有する。実際には、（図１に見られる歯のように）歯が
略整列している場合には、ストリップの形状のスペーサー材料が好ましいことがあり、歯
がかなり曲がっている、および／または互いにあまり整列していない場合には、別個のセ
グメントまたはダブの形状のスペーサー材料が好ましいことがある。
【００４４】
　この実施形態では、スペーサー材料は、また、好ましくは複製の歯２２の表面のかなり
の部分にわたって、好ましくは複製の歯肉組織２４の表面の少なくとも一部にわたって延
在するスペーサー材料２８のシートを包含する。図３に表されるように、シートスペーサ
ー材料２８は、また、スペーサー材料２６のセグメントを覆うように延在する。表されて
いる例では、スペーサー材料２８のシートは、複製の歯２２の頬面唇面の表面領域全体を
覆うように、複製の歯２２の咬合側縁部に沿って、および、複製の歯２２の舌側全体にわ
たって延在するが、他の構成も可能である。
【００４５】
　別の代替として、２つの材料を別々に操作することが回避されるように、スペーサー材
料２６、２８を一体化した単一の材料区分として提供してもよい。更に、（単独、または
スペーサー材料２６と一体の）材料２８のシートを歯列弓の形状に近似した形態に予備形
成してもよい。後述のように、このような構成によって、シート材料２８を後で複製の歯
２２に適合させることが容易になる。
【００４６】
　スペーサー材料２６、２８は、複数の材料のいずれでもよい。好適な材料は、ゼネラル
エレクトリック（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ）製の「ＲＴＶ６１５」などのシリ
コーン材料である。任意に、感圧接着剤などの接着剤を使用して、スペーサー材料２６を
複製２０上の所定の位置に一時的に保持してもよい。任意に、スペーサー材料２６のセグ
メントまたはストリップを予備形成し、一方側に感圧接着剤層をコーティングし、使用す
るのに必要とされる時まで、最初、離型材のシートに接合していてもよい。或いは、シリ
ンジから一定量の流動性硬化性材料を分配した後、必要に応じて手道具で各ダブを成形す
ることにより、スペーサー材料のダブを提供してもよい。
【００４７】
　次に、スペーサー材料２８のシートを複製の歯２２および歯肉組織２４の形態に形成す
るため、複製２０およびスペーサー材料２６、２８に真空を作用させる。本明細書で使用
する場合、「真空」の用語は、必ずしも絶対真空に限定されず、大気よりも低い任意の圧
力を意味するものと理解されたい。実際には、複製２０はスペーサー材料２６と共に、真
空ポンプと連通するチャネルを有する円盤形の支持体上に配置される。次いで、複製を覆
うようにスペーサー材料２８のシートを配置し、真空ポンプを作動させてスペーサー材料
２８のシートを吸引し、複製の歯２２と歯肉組織２４の形状にぴったり一致するように適
合させる。
【００４８】
　その後、図４に表されるように、スペーサー材料２６、２８を覆うようにトレイ３０を
形成する。好ましくは、トレイ３０は、スペーサー材料２８のシートを覆うように材料の
シートを真空形成することにより、成形される。トレイ３０に好適な材料は、バイエル（
Ｂａｙｅｒ）製のマクロロン（Ｍａｋｒｏｌｏｎ）ブランドの材料、または、ＧＥ製のレ
キサン（Ｌｅｘａｎ）ブランドのポリカーボネートなどの、厚さ１．５ｍｍ（０．０６イ
ンチ）のポリカーボネートのシートである。ポリエチレンテレフタレートグリコール（「
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ＰＥＴＧ」）など、他の材料を使用してもよい。シートがスペーサー材料２８のシートの
形態に適合することを容易にするため、真空形成プロセス中に熱を加える。
【００４９】
　トレイ３０が硬化した後、トレイ３０をスペーサー材料２６、２８から取り外す。次い
で、スペーサー材料２６、２８を複製２０から取り外し、取っておく。トレイ３０の余分
な部分を必要に応じて切り落としてもよい。
【００５０】
　次いで、複製２０に離型剤を薄層状に塗布し、乾燥させる。好適な離型剤の一例は、カ
リフォルニア州サンタフェスプリングズ、ＰＴＭ＆Ｗ社製の「ＰＡ０８１０」などの水溶
性ポリビニルアルコールである。
【００５１】
　次に、複製の歯２２における各器具の適切な意図される位置を決定するが、これは、対
応する患者の歯における同器具の最終的な所望の位置に対応する。器具の位置を決定する
ため、様々な方法が利用可能である。例えば、臨床医、臨床医の助手、または技工士は、
各複製の歯２２の唇側表面を横切る印を鉛筆で付ける。好ましくは、ＭＢＴ（登録商標）
ブラケット位置決めゲージ、またはブーン（Ｂｏｏｎｅ）ブラケット位置決めゲージ（共
に３Ｍユニテック（３Ｍ　Ｕｎｉｔｅｋ）社製）などのハイトゲージを補助として用い、
鉛筆で印を付ける。各歯科矯正器具（歯科矯正ブラケットなど）のアーチワイヤスロット
に配置するための位置案内の役割をするように、各複製の歯２２の唇側表面を横切る線を
鉛筆で引く。
【００５２】
　例えば、患者の下顎歯列弓を表す複製２０では、複製の前歯２２の咬合側縁部から３．
５ｍｍの距離に、一治療法による咬合面に平行な線を鉛筆で引いてもよい。複製の下顎犬
歯２２および複製の下顎双頭歯２２の咬合側縁部から４．０ｍｍの距離に類似の線を引く
。また、（対応する患者の歯が、バンド上に取り付けられる器具を受容しない限り）各複
製の臼歯２２の咬合側縁部から３．５ｍｍの距離に咬合面に平行な線を引く。図５に、前
述の鉛筆の線の幾つかを数字３２で示す。
【００５３】
　次に、臨床医によって選択される歯科矯正器具３４（歯科矯正ブラケットおよびバッカ
ルチューブなど）を、対応する複製の歯２２に、好ましくは、各器具３４のアーチワイヤ
スロットが各鉛筆の線３２とほぼ整列するような位置に配置する。各器具３４を各複製の
歯２２に配置する前に、一定量の組成物を各器具とそれに対応する歯２２の間に配置する
。好ましくは、組成物は、光開始剤を含有する歯科矯正用接着剤などの光硬化性組成物で
あり、接着剤は各器具３４のベース全体にコーティングされる。
【００５４】
　好ましくは、器具３４は、接着剤を予めコーティングされた器具であり、製造業者によ
って、各器具３４のベースに光硬化性接着剤層が塗布されている。接着剤をコーティング
されたこのような器具は、米国特許第５，０１５，１８０号明細書、同第５，１７２，８
０９号明細書、同第５，３５４，１９９号明細書、および同第５，４２９，２９９号明細
書に記載されており、これらは全て本発明の譲受人に譲渡されている。器具３４は、金属
（例えば、ステンレス鋼）、セラミック（例えば、半透明多結晶性アルミナ）またはプラ
スチック（例えば、半透明ポリカーボネート）などの任意の好適な材料で製造されてもよ
い。
【００５５】
　器具３４が製造業者によって接着剤を予めコーティングされていない場合、臨床医が各
器具３４のベースに接着剤コーティングを塗布してもよい。好適な接着剤には、複合材料
、コンポマー、グラスアイオノマー、および樹脂強化グラスアイオノマーが挙げられる。
光硬化性接着剤の例には、３Ｍユニテック（３Ｍ　Ｕｎｉｔｅｋ）製のトランスボンド（
Ｔｒａｎｓｂｏｎｄ）ＸＴブランドまたはトランスボンド（Ｔｒａｎｓｂｏｎｄ）ＬＲブ
ランドの接着剤が挙げられる。化学硬化接着剤の例には、３Ｍユニテック（３Ｍ　Ｕｎｉ
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ｔｅｋ）製のコンサイス（Ｃｏｎｃｉｓｅ）ブランドの接着剤、およびマルチキュア（Ｍ
ｕｌｔｉ－Ｃｕｒｅ）ブランドのグラスアイオノマーセメントが挙げられる。
【００５６】
　器具３４を複製の歯２２に配置した後、必要に応じて器具３４を近心－遠心方向に移動
させ、器具３４の咬合－歯肉中心軸を各複製の歯２２の長軸と整列させる。また、下にあ
る鉛筆の線３２の真上に各ブラケットのアーチワイヤスロットを配置するため、必要に応
じて、器具３４を咬合側または歯肉側方向に移動させる。任意に、再び、前述のＭＢＴ（
登録商標）ゲージまたはブーン（Ｂｏｏｎｅ）ブラケット位置決めゲージなどのゲージを
使用して、各器具３４のアーチワイヤスロットを対応する複製の歯２２の咬合側縁部から
前述の距離に精密に位置決めする。
【００５７】
　次に、器具３４が複製の歯２２にしっかり設置されることを確実にするため、臨床医は
、好ましくは、スケーラーまたは各器具３４のアーチワイヤスロットに力を加える他の手
道具を使用して、各器具３４にしっかり圧力を加える。次いで、歯科用探針などの道具を
使用し、設置中に器具３４のベースの周縁部付近に押出される場合がある接着剤のバリを
除去する。
【００５８】
　図６では、接着剤は数字３６で示され、必ずしも一律の縮尺通りには描かれていない。
歯科矯正医の助手または技工士が、直前に記載した工程を実施した後、複製２０を歯科矯
正医または技巧室の管理者に渡すことができるため、光硬化性接着剤３６の使用は好都合
である。次いで、接着剤３６が硬化する前に、各器具３４がそれに対応する複製の歯２２
に精密に配置されるかを、歯科矯正医または管理者が最終点検してもよい。一例として、
助手または技工士は複製２０を多数準備し、歯科矯正医または管理者が検査するまで、黒
いプラスチックの箱などの不透明容器に貯蔵してもよい。このようにして、歯科矯正医ま
たは管理者は、接着剤３６を過度にまたは尚早に硬化させることなく、都合のよい時に多
数の異なる複製２０上における器具３４の配置を検査することができる。
【００５９】
　器具の位置が正確であるかを確認した後、接着剤３６の方に化学線を向けるため、化学
線源を作動させる。化学線が接着剤に到達すると、光重合反応が開始され、接着剤３６が
硬化する。好適な化学線源には、手持ち式の光硬化装置、ならびに据置き型の硬化チャン
バが挙げられる。
【００６０】
　好適な硬化チャンバの一例は、デンツプライ（Ｄｅｎｔｓｐｌｙ）製のトリアド（Ｔｒ
ｉａｄ）２０００ブランドの可視光線硬化システムである。好ましくは、硬化チャンバは
、多数の複製２０上の接着剤３６を同時に硬化することができるように、多数の複製２０
を収容するのに十分な大きさがある。このようなチャンバでは、光源と複製２０は、好ま
しくは、光源の通電中、互いに対して移動し、接着剤３６の各部分の硬化を容易にする。
【００６１】
　器具３４が金属または他の不透明な材料で製造されている場合、接着剤３６が十分に硬
化することを確実にするため、複製２０を３分～５分などの比較的長時間、キュアリング
ライトに曝露させることが好ましい。前述の光硬化チャンバの代替として、３Ｍユニテッ
ク（３Ｍ　Ｕｎｉｔｅｋ）製のオーソラックス（Ｏｒｔｈｏｌｕｘ）ＸＴブランドのキュ
アリング装置などの手持ち式の硬化装置を使用してもよい。
【００６２】
　器具３４が不透明な材料で製造されている場合、化学線は複製２０を透過し、器具のベ
ースの中央に隣接して位置する接着剤３６の部分を硬化できるため、複製２０の作製に透
明または半透明な材料を使用することは特に好都合である。さもなければ、それらの部分
は、接着剤を満足のいく程度まで硬化できるのに十分な化学線を受容しない場合がある。
接着剤３６に含有される開始剤の種類に応じて、化学線は、可視領域の波長（即ち、約４
００ｎｍ～約７５０ｎｍ）、紫外領域の波長（即ち、約４ｎｍ～約４００ｎｍ）、赤外領



(11) JP 4406005 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

域の波長（即ち、約７５０ｎｍ～約１０００マイクロメートル）、またはこれらのいずれ
かの組み合わせを含むことができる。
【００６３】
　複製２０を通過する化学線は、１つ以上の異なる経路に沿って進む場合がある。例えば
、化学線は、器具のちょうど反対側の複製２０の舌側に位置する線源から放射され、器具
のベースの方に頬面唇面方向に移動する場合がある。別の例では、化学線源は、器具のち
ょうど反対側の位置から偏倚し、化学線が頬面唇面－舌側の基準軸に対して一定の角度で
延在する経路に沿って進むように位置決めされる場合がある。本明細書で使用される場合
、複製を「通る」経路は、複製の両側で出入りする経路に限定されず、また、複製の同じ
側で出入りする経路も包含する。
【００６４】
　更に、複製２０は、化学線を透過する材料から全体が構成される必要はない。例えば、
複製２０は、化学線を透過させない材料で作製されているコアまたは他の区分を備えても
よく、その後、コアまたは他の区分を覆うように光透過性材料層を塗布する。その場合、
接着剤３６への化学線の通過を容易にするため、光透過性材料層とコアまたは他の区分と
の間に反射材料層を配置してもよい。
【００６５】
　前述の手による配置の代替として、ロボット設備で器具３４を複製の歯２２に配置して
もよい。例えば、ロボット設備は、１組の器具から適切な器具３４を選び取って、選択さ
れた器具を適切な複製の歯２２に配置するようにプログラムされている把持アームを備え
てもよい。次いで、ロボットアームは、別の器具３４を把持し、別の複製の歯２２に配置
することを続ける。
【００６６】
　任意に、ロボットアームの移動経路および配置された器具３４の最終的な位置は、複製
２０の仮想模型を表すデジタルデータにアクセスできるコンピュータソフトウェアで決定
される。ソフトウェアは、好ましくは、患者の現状の不正咬合を分析し、当面の特定の不
正咬合を治療するための適切な器具を選択するのに好適なサブプログラムを備える。任意
に、ソフトウェアにより、臨床医、患者、または他の観察者は、歯の特定の位置に配置さ
れる選択された器具を使用する治療の終了時の患者の歯を表す、患者の歯の仮想画像をモ
ニターまたは他のビデオ出力で見ることができる。
【００６７】
　好ましくは、ソフトウェアは、器具を選択するため、不正咬合を分析するため、および
／または、歯の移動および歯の最終位置を予測するためのサブプログラムを備える。器具
を選択するためのソフトウェアの一例は、「歯科矯正ブラケットの選択（Ｓｅｌｅｃｔｉ
ｏｎ　ｏｆ　Ｏｒｔｈｏｄｏｎｔｉｃ　Ｂｒａｃｋｅｔｓ）」と題された、米国特許出願
公開第２００３／０１６３２９１号明細書に記載されている。任意に、ソフトウェアは、
前述の現存する１組の器具から器具を選択するのではなく、例えば、コンピュータ数字制
御ミリングマシンを使用して、受注製作の歯科矯正器具を作製するためのサブプログラム
を備える。
【００６８】
　追加の選択肢として、歯科矯正用アーチワイヤを器具３４のスロット内に配置し、所定
の位置に結紮してもよい。この工程は、後で、イスに座って過ごす患者の時間を更に短縮
するのに役立つ。
【００６９】
　複製２０は、器具３４（および、あればアーチワイヤ）と一緒に、図５に示されるよう
な歯科矯正患者のセットアップ治療模型３８を表す。次いで、模型３８、またはトレイ３
０のチャネルのどちらかにマトリックス材料を塗布する。例えば、マトリックス材料が比
較的高粘度で、半液体またはゲルに類似している場合、シリンジ、ブラシ、または他の技
法を使用して、図５に示されるように、模型３８にマトリックス材料を塗布してもよい。
或いは、マトリックス材料が比較的低粘度で、液体に類似している場合、トレイ３０のチ
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ャネルの開放側が図６に示されるように上向きになるように、トレイ３０を倒置させるこ
とが好ましい場合がある。トレイ３０を倒置させる場合、液体マトリクス材料がトレイの
チャネル内に収容されるように、最初は、トレイ３０を最外部の遠位側（歯列弓の端部に
対応する）に沿って切り落とさない。
【００７０】
　その後、マトリックス材料がトレイ３０のチャネル内、および、トレイ３０と模型３８
の間に収容されるように、模型３８をトレイ３０の中に位置決めする。図６では、マトリ
ックス材料は数字４０で示され、器具３４並びに複製の歯２２の唇側および舌側表面を取
囲む。次いで、マトリックス材料４０を硬化させる。
【００７１】
　好ましくは、マトリックス材料４０と器具３４の密接が確実になるように、マトリック
ス材料は、硬化前、比較的低粘度である。このようにして、マトリックス材料４０は、器
具３４の様々な凹部、空洞、および他の構造的特徴に十分に貫入することができるため、
器具３４とマトリックス材料４０の間に確実な接合を生じることができる。比較的低粘度
の好適なマトリックス材料の一例は、前述のゼネラルエレクトリック（Ｇｅｎｅｒａｌ　
Ｅｌｅｃｔｒｉｃ）製の「ＲＴＶ６１５」シリコーン材料などのシリコーン材料である。
また、このシリコーンマトリックス材料は比較的低粘度であるため、マトリックス材料が
、隣接する複製の歯２２の表面の形状にぴったり一致する形態を呈することが確実になる
。
【００７２】
　或いは、マトリックス材料４０は、歯科印象材料または咬合間記録材料を含んでもよい
。好適な材料には、ヘレウス・クルツァー社（Ｈｅｒａｅｕｓ－Ｋｕｌｚｅｒ　Ｉｎｃ．
）製のメモシル（Ｍｅｍｏｓｉｌ）２ブランドのビニルポリシロキサン材料、またはディ
スカス・デンタル（Ｄｉｓｃｕｓ　Ｄｅｎｔａｌ）製のペパーミント・スナップ（Ｐｅｐ
ｐｅｒｍｉｎｔ　Ｓｎａｐ）ブランドの透明な咬合間記録材料などのポリビニルシロキサ
ン印象材料が挙げられる。器具３４を患者の歯に結合させるため、光硬化性接着剤を使用
する場合、マトリックス材料４０は、好ましくは光学的に透明であり、化学線を透過させ
、実質的に吸収しない。
【００７３】
　マトリックス材料４０が硬化した後、トレイ３０をマトリックス材料４０および器具３
４と一緒に複製２０から取り外す。前述の離型剤を使用すると、対応する複製の歯２２か
ら器具３４を取り外し易くなる。次いで、必要に応じて、トレイ３０の余分な材料および
余分なマトリックス材料４０を切り落とし、廃棄する。図７に、切り落とされて得られた
転移装置４４（トレイ３０、マトリックス材料４０、および器具３４を含む）の断面図を
示す。
【００７４】
　患者が治療室に戻った後、必要に応じて、チークリトラクタ、タングガード、コットン
ロール、ドライアングルおよび／または他の物品を使用して、器具を受容する患者の歯を
隔離する。次いで、空気シリンジからの加圧空気を使用して歯を完全に乾燥させる。次い
で、エッチング液が流れて隣接面と接触したり、または、皮膚若しくは歯肉に付着しない
ように注意して、器具３４で被覆される歯の全域に、エッチング液（３Ｍユニテック・ト
ランスボンド（３Ｍ　Ｕｎｉｔｅｋ　Ｔｒａｎｓｂｏｎｄ）ＸＴブランドのエッチングジ
ェルなど）を軽く塗り付ける。
【００７５】
　エッチング液を選択された歯の表面に約３０秒間、残留させた後、エッチング液を流水
で１５秒間、歯からすすぎ落とす。次いで、空気シリンジからの加圧空気を（例えば、３
０秒間）当てて患者の歯を乾燥させ、余分な水を吸引して除去する。また、唾液が、エッ
チングされたエナメル質表面と接触しないことが確実になるように、注意しなければなら
ない。必要に応じて、再び、コットンロールおよび他の吸収デバイスを交換し、唾液がエ
ッチングされたエナメル質と接触しないことを確実にする。次いで、再び、空気シリンジ
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からの空気を歯に当てて、歯が完全に乾燥することを確実にする。
【００７６】
　次に、接着剤を、硬化した接着剤３６および／または患者の歯の選択された領域に塗布
する。任意に、接着剤は、図７に表される二成分接着剤である。例えば、第１の構成成分
４１は、トランスボンド（Ｔｒａｎｓｂｏｎｄ）ブランドのＭＩＰ水分非感受性プライマ
ーであり、第２の構成成分４３は、トランスボンド（Ｔｒａｎｓｂｏｎｄ）ブランドのプ
ラス（Ｐｌｕｓ）セルフエッチングプライマーであり、これらは共に３Ｍユニテック（３
Ｍ　Ｕｎｉｔｅｋ）製である。（セルフエッチングプライマーを使用する場合、前述のエ
ッチング工程は省略される。）第１の構成成分４１を、硬化した接着剤３６に塗布し、第
２の構成成分４３を、器具３４を受容する患者の歯の領域に塗布する。図７では、患者の
歯を数字４２で示す。
【００７７】
　第１の構成成分４１を硬化した接着剤３６に塗布し、第２の構成成分４３を対応する患
者の歯４２の領域に塗布した後、任意に蝶番式に揺動させて、対応する歯を覆うようにト
レイ３０を位置決めし、設置する。マトリックス材料４０の空洞の形状は、下にある歯の
形状に一致し、器具３４は、器具３４が複製２０上に以前あった位置に対応する精密に同
じ位置に、下にある歯４２に当たるように同時に設置される。次いで、好ましくは、接着
剤が十分に硬化するまで、トレイ３０の咬合側、唇側、および頬側の表面に圧力を加える
。任意に、指圧を使用して、器具３４を患者の歯４２のエナメル質表面にしっかりと押し
当ててもよい。
【００７８】
　好適な二成分化学硬化接着剤の他の例には、サンディ（Ｓｏｎｄｈｉ）ブランドのラピ
ッド・セット（Ｒａｐｉｄ－Ｓｅｔ）インダイレクトボンディング接着剤、ユナイト（Ｕ
ｎｉｔｅ）ブランドの接着剤、および、コンサイス（Ｃｏｎｃｉｓｅ）ブランドの接着剤
（全て３Ｍユニテック（３Ｍ　Ｕｎｉｔｅｋ）製）が挙げられる。或いは、樹脂強化グラ
スアイオノマーセメントを使用してもよい。
【００７９】
　接着剤が硬化した後、トレイ３０を患者の歯列弓から注意深く除去する。好ましくは、
まず、歯列弓を器具３４と共に覆うように所定の位置に残留するマトリックス材料４０か
らトレイ３０を分離する。次に、マトリックス材料４０を器具３４から取り外す。マトリ
ックス材料４０を器具３４から剥離させる時、任意に、各器具３４を患者の各歯４２の表
面に当てて保持することに役立つスケーラーなどの手道具を使用してもよい。しかし、比
較的柔軟なマトリックス材料が使用される場合、または、さもなければ器具３４から容易
に外れる場合、新しい接着が破壊しないようにすることに役立つスケーラーの使用は、任
意選択的である。
【００８０】
　別の選択肢として、接着剤が硬化する前に、マトリックス材料４０からトレイ３０を分
離してもよい。この選択肢は、接着剤が光硬化性接着剤であるとき、特に有用である。
【００８１】
　マトリックス材料４０を器具３４から取り外した後、アーチワイヤを器具３４のスロッ
ト内に配置し、所定の位置に結紮する。好適な結紮デバイスには、小さい弾性Ｏリング、
並びに、器具３４の周囲にループ状に結び付けられるワイヤの区分が挙げられる。別の選
択肢として、器具３４は、米国特許第６，３０２，６８８号明細書、およびＰＣＴ国際公
開第０２／０８９６９３号パンフレットに記載されているものなどの、アーチワイヤに取
り外し可能に係合するラッチを備える自己結紮器具であってよい。
【００８２】
　理解されるように、硬化した接着剤３６は、対応する器具３４のベースに、「受注製作
」のベースまたは結合面を提供する。この結合面の形態は、患者の歯の表面の形状にぴっ
たり一致し、その結果、器具３４と歯４２との間に生じる、（接着剤構成成分４１、４３
を使用して）後でなされる結合を容易にする。結合面は、器具３４が治療中に無意図的に
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歯から外れる可能性を低減する。
【００８３】
　光透過性の複製２０は、多数の重要な利点を提供する。光透過性の複製２０は、化学線
が、器具のベースの中央付近の部分を含む接着剤３６の全ての部分に到達することを可能
にするが、さもなければ化学線は到達し難い場合がある。その結果、器具３４が複製２０
から取り外される前に、接着剤３６の全ての部分が硬化し、得られる結合面の形は変わら
ない。得られる結合面の形態は、対応する複製の表面の形状に精密に一致する。
【００８４】
　また、複製２０の外面は比較的滑らかであり、とくに、複製２０がエポキシ樹脂などの
ポリマー材料で作製されるとき、滑らかである。その結果、複製２０の表面は、印象の形
状およびテクスチャを忠実に表し、粗さまたはテクスチャをあまり加えない。更に、この
滑らかな表面は、患者の歯との精密な嵌合を達成できるように、硬化した接着剤３６の結
合面が比較的滑らかな形状となることを可能にする。このようなものとして、複製２０は
、多孔質の石膏模型を使用する慣用的な技法に関して前述したような石鹸液またはワック
スでコーティングする必要がない。
【００８５】
　光透過性の複製２０の使用は、焼石膏製の複製など、化学線を透過させない材料で作製
される複製を使用する技法よりも改善されている。不透明な複製を不透明な器具と一緒に
使用するとき、器具のベースの中心付近に位置する接着剤の部分が十分に硬化しない場合
がある。器具が複製から引き離される時、接着剤の未硬化部分は、移動および変形する傾
向があり、その結果、複製の対応する領域の形態に一致する形状を保持しない場合がある
。
【００８６】
　更に、前述の不透明な複製を使用するときに見られる未硬化部分は、器具を複製から取
り外す時、器具のベースに隣接する領域から引き離される場合がある。それらの部分は、
環境光の影響で後に硬化したときでも、硬化した接着剤と器具の結合を弱め、治療過程で
器具が無意図的に外れ易くなる場合がある。
【００８７】
　また、このような未硬化部分は、隣接する硬化した部分の比較的透明な外観とは対照的
に、曇った外観を表すことが観察された。曇った外観は、未硬化部分の表面粗さが増大し
ていること、並びに、器具のベースから接着剤が外れることによるものと考えられる。曇
った未硬化部分は、透明な硬化した部分と一緒に、幾分、見苦しいまだらの外観を表す傾
向があり、これは、未硬化部分が環境光の影響で硬化した後でさえ無くならない。
【００８８】
　前述の方法におけるスペーサー材料２６、２８の使用は、トレイ３０内にマトリックス
材料４０を収容する適切な部位が提供されるという点で、重要な利点がある。その部位の
容積および形態を所望されるように精密に提供するため、スペーサー材料２６、２８を必
要に応じて成形することができる。例えば、器具３４に隣接する領域を例外として、スペ
ーサー材料２８のシートにより、後で歯４２のかなりの範囲でマトリックス材料が均一な
厚さに形成されることが確実になる。
【００８９】
　更に、スペーサー材料２６、２８を使用すると、液体の稠度を有するマトリックス材料
などの、比較的低粘度のマトリックス材料の使用が容易になる。トレイ３０は比較的剛性
があり、その結果、マトリックス材料４０の形成中、その形状を維持する。その結果、転
移装置４４は、トレイ３０が患者の歯または歯肉組織と直接接触しないように構成される
。代わりに、マトリックス材料４０だけが患者の歯と接触し、このような口腔構造とぴっ
たり一致して嵌合する。
【００９０】
　本発明の別の利点は、比較的柔軟なマトリックス材料４０は可撓性があり、限られた量
の歯の移動に適応できるということである。例えば、患者の歯は、印象を採得する時と、
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器具３４を結合させるため患者の口腔内に転移装置４４を嵌める時との間に、僅かに移動
している場合がある。マトリックス材料４０は、患者の歯の位置の少しの移動または調節
に適応するほど十分な可撓性を有するため、器具３４は患者の歯の意図される所定の位置
に適切に結合する。
【００９１】
　マトリックス材料４０は、好ましくは、硬化前に、約６０Ｐａ・ｓ（６０，０００ｃｐ
）未満の粘度を有する。更に好ましくは、マトリックス材料４０は、硬化前に、約２５Ｐ
ａ・ｓ（２５，０００ｃｐ）未満の粘度を有する。最も好ましくは、マトリックス材料４
０は、硬化前に、約８Ｐａ・ｓ（８０００ｃｐ）未満の粘度を有する。硬化した後、マト
リックス材料４０は約１０～約８０の範囲、更に好ましくは約３０～約６０の範囲、最も
好ましくは約４０～約５０の範囲のショアＡ硬度を有する。
【００９２】
　更に、スペーサー材料２６、２８を使用すると、結果として得られるトレイ３０および
それに収容されるマトリックス材料４０の形状を含む転移装置の構成を制御し易くなる。
例えば、スペーサー材料２８のシートによって、結果として得られるマトリックス材料４
０の厚さを比較的均一に、好ましくは比較的薄くすることができる。このように厚さが均
一で寸法が比較的小さいため、器具を患者の歯に結合させるのに使用される光硬化性接着
剤の硬化が容易になる。特に、光硬化性接着剤を使用して器具３４を患者の歯に結合させ
るとき、マトリックス材料４０の均一な厚さは、各器具３４の下にある光硬化性接着剤が
どの器具３４でも同程度に十分硬化されることを確実にするのに役立つ。このようにして
、使用者は、マトリックス材料の様々な厚さを補償する必要がなく、それぞれの量の接着
剤と関連する硬化時間を器具３４ごとに変える必要がない。
【００９３】
　本発明の別の実施形態により構成される転移装置４４ａを図８に示す。転移装置４４ａ
は、チャネルを有するトレイ３０ａ、およびチャネル内に収容されるマトリックス材料４
０ａを備える。このことを除けば、トレイ３０ａおよびマトリックス材料４０ａは、前述
のトレイ３０およびマトリックス材料４０と実質的に同一である。
【００９４】
　転移装置４４ａは、マトリックス材料４０ａの空洞４５ａに隣接して延在する通路を備
える。空洞４５ａは、患者の歯の複製に一致する形態を有する。図８に示される実施形態
の通路は、一定の長さの可撓性チュービング４６ａ内に提供されるが、他の種類の通路も
可能である。
【００９５】
　チュービング４６ａは、空洞４５ａに開放している一連の小さい穴を有する。チュービ
ング４６ａは、また、マトリックス材料４０ａおよびトレイ３０ａを通り転移装置４４ａ
のほぼ近心遠心の中心に延在する出口区分４８ａも備える。空洞４１ａの遠心端に隣接し
て位置するチュービング４６ａの端部は、閉鎖している。
【００９６】
　好ましくは、チャネルまたは通路６６ａは、チュービング４６ａから各器具３４ａの硬
化した接着剤３６ａまで延在する。トレイ３０と複製の歯との間にマトリックス材料を配
置する前に、複製の歯に沿って、一定の長さのワイヤ、ひも、またはモノフィラメントコ
ードを配置することにより、通路６６ａを作製してもよい。マトリックス材料が硬化した
後、ひもまたはコードを除去すると、通路６６ａが残る。
【００９７】
　出口４８ａは真空源に接続される。結合処置の間、患者の歯構造を覆うように転移装置
４４ａを配置した後、真空源を作動させる。真空圧力を作用させると、空洞４５ａから空
気が排出される。結果として得られる空洞４５ａ内の負圧は、マトリックス材料４０ａに
よって保持されている器具（器具３４ａを包含する）が患者の歯のエナメル質表面にしっ
かり押し当てられるように、マトリックス材料４０ａおよびトレイ３０ａを患者の歯構造
の方に引き寄せる傾向がある。
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【００９８】
　器具を患者の歯に結合させる接着剤が硬化するまで、出口４８ａに真空を作用させる。
その後、真空圧力を解放し、空洞４５ａ内の圧力を大気圧に戻す。次いで、トレイ３０ａ
およびマトリックス材料４０ａを除去すると、器具３４ａは患者の歯にしっかり結合して
いる。
【００９９】
　本発明の別の実施形態による転移装置４４ｂを図９に表す。転移装置４４ｂは、後述の
ことを除いて、前述され図６および図７に表されているトレイ３０およびマトリックス材
料４０に本質的に同一のトレイ３０ｂおよびマトリックス材料４０ｂを備える。
【０１００】
　転移装置４４ｂは、加圧空気などの流体で加圧することができる１つ以上の嚢５０ｂを
備える。１つの嚢５０ｂの断面図を図９に表す。導管または通路で嚢を入口５２ｂに接続
し、また、入口５２ｂを加圧空気などの流体源に取り外し可能に接続する。
【０１０１】
　嚢５０ｂはトレイ３０ｂとマトリックス材料４０ｂとの間に、器具（器具３４ｂなど）
と反対側に位置する。結合処置の間、加圧空気を入口５２ｂに通し、嚢５０ｂに向ける。
嚢５０ｂが膨張する時、転移装置４４ｂは、嚢５０ｂの方向に付勢され、器具３４ｂのベ
ースにある接着剤３６ｂが隣接する患者の歯の表面を支持する。
【０１０２】
　図示されている例では、転移装置が患者の口腔内に配置されるとき、嚢５０ｂは患者の
歯列弓の舌側に沿って位置する。器具３４ｂは、患者の歯の頬面唇面に結合するように構
成された頬面唇面器具である。嚢５０が膨張する時、転移装置４４ｂは器具３４ｂと共に
舌側方向に付勢される。
【０１０３】
　しかし、図９に例示される概念は、舌側器具を患者の歯の舌側表面に結合させるのに使
用するように構成されてもよい。例えば、嚢５０ｂは、患者の歯列弓の頬面唇面側に沿っ
て、マトリックス材料４０ｂとトレイ３０ｂの間の位置に延在してもよい。器具３４ｂは
、マトリックス材料４０ｂ内に患者の歯列弓の舌側に沿って位置決めされる。この実施例
では嚢５０ｂが膨張する時、転移装置４４ｂは頬面唇面方向に付勢され、器具３４ｂのベ
ースが患者の歯の舌側表面をしっかりと支持する。
【０１０４】
　図８および図９の実施形態では、嚢または通路と共に正または負の空気圧によって、隣
接する患者の歯のエナメル質表面と接触する器具のベースがしっかり保持される傾向があ
る。このようにしっかり接触すると、器具と歯の間に比較的高い結合強度が生じ易くなる
。更に、このような構成は、接着剤が硬化する時、転移装置４４ａ、４４ｂの無意図的な
移動を阻止するのに役立つが、さもなければ、接着剤が十分に硬化する前に患者の顎が動
く場合、または転移装置に何かぶつかる場合、そのような無意図的な移動が起こり得る。
【０１０５】
　本発明の別の実施形態による転移装置４４ｃを図１０に表す。転移装置４４ｃは、トレ
イ３０ｃおよびマトリックス材料４０ｃを備える。後述のことを除いて、トレイ３０ｃお
よびマトリックス材料４０ｃは、前述のトレイ３０およびマトリックス材料４０と本質的
に同じである。
【０１０６】
　転移装置４４ｃは、マトリックス材料４０ｃに少なくとも部分的に埋設されるコード６
６ｃを備える。好ましくは、コード６６ｃは細長く可撓性があり、任意に、ナイロンまた
は他の材料で製造されているひもである。コード６６ｃは、概ね、マトリックス材料４０
ｃの空洞の縦軸に沿った方向に延在する。
【０１０７】
　コード６６ｃは、結合処置が完了した後、患者の口腔からマトリックス材料を除去する
ことを容易にする。例えば、トレイ３０ｃをマトリックス材料４０ｃから取り外した後、
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臨床医は、マトリックス材料４０ｃから延出するコード６６ｃの自由端を引張ってもよい
。コードを引張ると、マトリックス材料がコードの経路に沿って破断し、マトリックス材
料４０ｃは２つの区分に分割される（または本質的に分割される）。次いで、必要に応じ
て、２つの区分を口腔から容易に除去することができ、器具３４ｃと患者の歯の結合が破
壊される可能性が低減する。
【０１０８】
　図１０に示される実施形態では、コード６６ｃは、ほぼ患者の歯列弓の咬合側縁部に対
応する経路に沿ってマトリックス材料４０ｃの空洞内に延在する。図１１に示される転移
装置４４ｄは、幾分類似している。しかし、転移装置４４ｄでは、コード６６ｄは、意図
されるアーチワイヤの経路に略対応する位置に沿って延在する。このような構成は、マト
リックス材料４０ｄを器具から取り外すことを容易にし、器具がマトリックス材料４０ｄ
に確実に接合される場合、とりわけ望ましいことがある。
【０１０９】
　また、他の様々な実施形態も可能であり、当業者には明らかであろう。例えば、図８～
図１１に示される実施形態では、マトリックス材料が十分な強度と剛性を有する場合、ト
レイを省略してもよい。更に、図に記載される様々な特徴を互いに組み合わせてもよい。
【０１１０】
　別の選択肢として、ブラケット、チューブ、およびリンガルシースなどの器具を患者の
歯の舌側表面に結合させるため、前記の様々な実施形態に記載される転移装置を使用して
もよい。その場合、嚢およびコード（嚢およびコードを使用するとき）は、必要に応じて
構成および変更される。
【０１１１】
　更に、患者の１本の歯に器具を１個だけ結合させるために、転移装置を使用してもよい
。例えば、最初に、１本の歯へのアクセスが他の歯によって妨げられている場合など、他
の器具を結合させた後、前述の転移装置の一部を使用して、１個の器具を１本の歯に結合
させてもよい。別の例として、歯から無意図的に外れた器具を再結合させるため、または
、元の器具と取り替えて歯に新しい器具を結合させるため、前述の転移装置の一部を使用
してもよい。
【０１１２】
　また、本発明の趣旨から逸脱することなく、他の多数の変形、変更、および追加も可能
である。従って、本発明を前述の特定の実施形態に限定して考えるべきではなく、公正な
特許請求の範囲およびその同等物によってのみ考えるべきである。
【実施例】
【０１１３】
　硬化した模型用石膏のサンプルの表面粗さと硬化したエポキシ樹脂のサンプルの表面粗
さを比較する試験を行った。一定量のクイックストーン（Ｑｕｉｃｋｓｔｏｎｅ）ブラン
ドの技工用石膏（ホイップ・ミックス社（Ｗｈｉｐ　Ｍｉｘ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）
製）を製造業者の指示に従って調製することにより、石膏サンプルを作製した。次いで、
石膏調製物をポリプロピレン支持体の凹部に入れ、硬化させた。
【０１１４】
　表面粗さ試験機（型番ＳＪ－３０１、日本、神奈川県、株式会社ミツトヨ（Ｍｉｔｕｔ
ｏｙｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，　Ｋａｎａｇａｗａ，　Ｊａｐａｎ）製）を硬化した
石膏の５つの別個の位置で使用し、表面粗さを決定した。５つの位置における、硬化した
石膏の平均表面粗さは１３５０μｍ（５３．１６マイクロインチ（マイクロインチＲａ）
）、標準偏差は１０７（４．２２）であった。
【０１１５】
　模型用石膏の代わりにエポキシを使用したこと以外、前述のように表面粗さ試験を繰り
返した。エポキシは、前述のユナイテッド・レジン社（Ｕｎｉｔｅｄ　Ｒｅｓｉｎ　Ｃｏ
ｒｐｏｒａｔｉｏｎ）製のＥ－キャスト（Ｅ－ＣＡＳＴ）Ｆ－８２樹脂、および、３０２
番硬化剤であった。５つの位置における、硬化したエポキシの平均表面粗さは、２８２μ
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ｍ（１１．１２マイクロインチ）、標準偏差は２４（０．９３）であった。
【０１１６】
　表面粗さ試験を再度繰返し、ポリプロピレン支持体の表面粗さを決定した。５つの位置
における、支持体の平均表面粗さは、２４６μｍ（９．７マイクロインチ）、標準偏差は
４２（１．６４）であった。
【０１１７】
　エポキシは、鋳造表面（即ち、ポリプロピレン支持体）の粗さに非常に類似した粗さを
示したが、石膏は、著しく高い表面粗さを示したことがデータから分かる。その結果、エ
ポキシ材料は、鋳造中に、鋳造面の表面によく類似した形態を取ったが、石膏は、鋳造中
に、テクスチャが著しく粗い形態を呈した。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】歯科矯正患者の１つの歯列弓の身体的複製を示す上正面図であり、治療開始前に
見え得る患者の歯構造と隣接する歯肉組織の複製の一例を表す図である。
【図２】図１に示される歯列弓の複製および複製に貼付されたスペーサー材料の図である
。
【図３】図２に表される複製の歯の１本とスペーサー材料の拡大側面断面図である。
【図４】スペーサー材料を覆うように形成されたトレイを更に示す、図３に幾分類似する
図である。
【図５】スペーサー材料とトレイを除去した後の、図１に表される歯構造の複製の図であ
って、複製上の所定の位置に配置された多数の歯科矯正器具を更に示す図である。
【図６】図５に表される複製の歯と器具の１つの拡大側面断面図であって、転移装置を作
製するため、複製とトレイを倒置させた後、図４に示される複製とトレイの間に配置され
た一定量のマトリックス材料を更に示す図である。
【図７】患者の歯の１本に転移装置を適用する工程を示す拡大側面断面図である。
【図８】本発明の別の実施形態によるインダイレクトボンディング用の別の転移装置の拡
大側面断面図である。
【図９】本発明の別の実施形態による転移装置を示すこと以外、図８に幾分類似する図で
ある。
【図１０】本発明の更に別の実施形態による転移装置を示すこと以外、図８に幾分類似す
る図である。
【図１１】本発明の更にまた別の実施形態による転移装置を示すこと以外、図８に幾分類
似する図である。
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